
 

 

プレスリリース 

(報道関係者各位)             2026 年 4 月 27 日 

 

 

 

 

入学や進級を迎える 4 月以降は、子どもが関係する交通事故が増加する傾向にあります。 

交通事故防止の徹底を図ることを目的とし、5 月 1 日から 5 月 31 日までの 1 カ月間、「令和 8 年度九都県

市一斉自転車マナーアップ強化月間」が展開されます。 

この月間に併せて、市交通安全対策協議会が次のとおり市民に向けて啓発物品を配布し、交通ルールの遵

守と交通マナーの向上を広く呼びかけます。 

 

１．日時 

令和 8 年 5 月 7 日(木)午前 7 時 30 分～午前 8 時 15 分ごろ 

 

２．場所 

  (1)県道 61 号 武道館入口交差点周辺（中栄信用金庫伊勢原支店周辺） 

(2)市道 172 号 伊勢原駅南口自転車駐車場～金山陸橋間 

  ※開始宣言などは武道館入口交差点で行います 

※雨天の場合は、5 月 8 日(金)午前 7 時 30 分～午前 8 時 15 分ごろに実施 

 

３．取材について 

取材・撮影を希望される場合は、事前に以下の問い合わせ先までご連絡ください。 

「自転車マナーアップ強化月間」に併せて 

伊勢原市内で街頭キャンペーンを実施します 

担当・問い合わせ先 

市民協働課 0463-94-4715 


